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○  会議日程・付議事件 

 

     会議日時   平成２９年４月２０日（木） 午後２時 

 

     場  所   川西市役所 ４階 庁議室 

 

日程 

番号 

議案 

番号 
付 議 事 件                      備考 

１   議事録署名委員の選任 
 

２   前回議事録の承認 
 

３  事務状況報告 
  

４ 報告第２号 

専決報告について（川西市留守家庭児童育成クラブの

設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について） 

  

５ 報告第３号 
専決報告について（川西市立幼稚園の保育料に関する

規則の一部を改正する規則の制定について） 

  

６ 報告第４号 
専決報告について（川西市特定教育・保育施設の保育

料を定める規則の一部を改正する規則の制定について）

  

７ 報告第５号 

専決報告について（川西市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部

を改正する規則の制定について） 

  

８ 報告第６号 専決報告について（社会教育委員の委嘱について） 
  

９ 議案第１５号 教育財産の取得の申出について 
  

１０  諸報告 
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委   員 
（教育長職務代理者） 
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委   員 鈴 木 温 美 
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○  議事録作成者 
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○  議案等審議結果 

                                                                             

議案 

 

番号 

 

議 案 名               

 

提 出 

 

年月日 

議 決 

 

年月日 

議 決 

 

結 果 

報告 

 ２ 

専決報告について（川西市留守家庭児童育成ク

ラブの設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について） 

29.4.20 29.4.20 承 認 

報告 

 ３ 

専決報告について（川西市立幼稚園の保育料に

関する規則の一部を改正する規則の制定につい

て） 

29.4.20 29.4.20 承 認 

報告 

 ４ 

専決報告について（川西市特定教育・保育施設

の保育料を定める規則の一部を改正する規則の

制定について） 

29.4.20 29.4.20 承 認 

報告 

 ５ 

専決報告について（川西市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について） 

29.4.20 29.4.20 承 認 

報告 

 ６ 

専決報告について（社会教育委員の委嘱につい

て） 
29.4.20 29.4.20 承 認 

議案 

１５ 
教育財産の取得の申出について 29.4.20 29.4.20 可 決 

 

  



 

- 5 - 

［開会 午後２時］ 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

教育総務課長

（籔内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、只今より、平成２９年第８回川西市教育委員会（定例会）を

開会いたします。 

 

 まず、「本日の出席者」をご報告いたします。本日は、全員出席でござ

います。なお、「事務局職員の出欠」につきましては、事務局から報告を

お願いいたします。 

 

 本日の「事務局職員の出欠」について、ご報告申し上げます。 

 本日は、中塚こども未来部長が欠席でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

次に、本日の「議事日程」につきましては、配付しております議事日程

表のとおりであります。 

 

 これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、磯部委員、服部委員を指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 

 では次に、日程第２「前回議事録の承認」でございますが、事務局にお

いて調製し、第６回定例会及び第７回臨時会の議事録の写しをお手元に配

付しております。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 それではまず、第６回定例会の議事録につきまして、ご説明申し上げま

す。１ページに会議日程・付議事件、２ページに出席者を、３ページに説

明のため出席を求めた者、４ページに審議結果を掲載してございます。議

事録につきましては、５ページからでございまして、会議次第に基づきま

してご審議いただきました経過等につきまして、調製させていただいてお

ります。また、第７回臨時会につきましても同様に調製させていただいて

おりますが、非公開案件であるため、詳細な審議経過につきましては非公

開とさせていただいております。 

最後に署名委員の署名ということで、第６回定例会については加藤委員、

鈴木委員に、第７回臨時会については加藤委員、磯部委員にご署名を頂戴

しております。 

 以上でございます。 
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牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

総務調整室長

兼教育推進部

参事（中西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明は終わりました。只今の説明について、質疑はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 

 それでは、お諮りいたします。第６回定例会及び第７回臨時会の議事録

につきまして、これを承認することにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議事録につきましては、承認されまし

た。 

 

では次に、日程第３、事務状況報告であります。事務局から報告をお願

いいたします。 

 

それでは、こども未来部から２点報告させていただきます。 

１点目は、「平成２９年度川西市立学校・幼稚園の入学式・入園式につ

いて」でございます。 

平成２９年度、新しい年度が始まり、川西市立学校・幼稚園におきまし

て、あらたに幼児・児童・生徒を迎えました。 

４月１０日、川西市立１６小学校におきまして、入学式が執り行われ、

市内全体で１，２６４名の新１年生を迎えました。 

同日は、川西養護学校におきましても、小学部２名、中学部４名の新入

生を迎えました。 

翌、１１日には、川西市立７中学校、入学式にて、市内全体で１，３０

４名の新１年生を迎えました。 

翌、１２日には、川西市立９幼稚園、入園式にて、新たに３歳児４１名、

４歳児１４０名、５歳児７名を迎えました。 

各学校園におきましては、約３週間が過ぎようとしていますが、順調に

新しい学校園生活をスタートさせているところでございます。 

教育委員の皆様方におかれましては、３日間にわたり、入学式・入園式

にご出席を賜り、ありがとうございました。 

続きまして２点目、「緑台中学校区における幼保連携型認定こども園の

開園等について」といたしまして、子ども・子育て計画に基づきます幼保

の再編一体化事業のうち、緑台中学校区と東谷中学校区の整備状況等につ

いて、ご報告いたします。 

まず、「緑台中学校区における幼保連係型認定こども園の整備事業」に
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教育推進部長

つきましては、平成２７年度から、用地の選定、実施法人の公募、地域住

民の皆様への説明等を進めてまいりました。 

平成２８年度から整備工事に取り掛かり、兵庫県の認可を受け、平成２

９年４月１日に「社会福祉法人子どもの家福祉会」が運営する「向陽台あ

すのこども園」として開園したところでございます。 

４月１６日に開催した竣工式は、市長・議長をはじめ、多くのご来賓の

出席のもと、なごやかに執り行われました。 

この「向陽台あすのこども園」の定員数は、合計１１７名で、この内、

保育所機能を利用する０歳から５歳児の定員は９０名で、４月時点での入

園児童数は５２名となっています。また、幼稚園機能を利用する３歳から

５歳児の定員は２７名で、４月時点での入園児童数は６名となっておりま

す。今後、児童の進級とともに定員を充足していくものと見込んでおりま

す。 

開設まで、様々なことがございましたが、今後は、子どもたちにとって

質の高い幼児教育・保育を提供していただけるものと、大いに期待してい

るところです。 

次に、「東谷中学校区における市立牧の台幼稚園と緑保育所の一体化事

業」について、ご報告いたします。 

当事業につきましても、平成２７年度から、設計作業や牧の台幼稚園、

緑保育所の保護者や地元住民の皆様への事業説明などを実施してまいりま

した。 

本年度は、平成３０年４月の開設に向け、牧の台幼稚園舎の解体や、認

定こども園舎の整備工事などを進めてまいります。 

なお、この工事の期間中、牧の台幼稚園は、牧の台小学校の西棟１階へ

一時仮移転し、４歳児１０名を新入園児として迎え、進級した５歳児２０

名とともに、新たな年度のスタートを切っております。 

最後に、例年４月の定例教育委員会において、保育所等の待機児童数の

状況につきまして、ご報告させていただいておりますが、保育所等の待機

児童数につきましては、国において「保護者が育児休業中の場合の取り扱

い」などについて計数方法の改定が行われ、先日、本市に通知があったと

ころでございます。この通知を受け、平成２９年４月時点の待機児童数に

ついて、見直しの作業を進めているところでございますので、人数が確定

いたしましたら、改めてご報告させていただきたいと考えております。 

私からの報告は以上でございます。 

 

続きまして、３点目の留守家庭児童育成クラブの待機児童数についてご
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（木下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告いたします。 

保護者が就業等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業が終わっ

た後や学校の休業期間等において、適切な遊びや生活の場を提供し、指導

員の活動支援のもと児童の健全育成を図るため育成クラブ事業を行ってお

ります。平成２７年度に「子ども・子育て支援新制度」に伴い年次的に対

象を拡大し、今年度から６年生までとしたところでございます。 

待機児童対策の一つとしまして、４月１日から久代小学校におきまして

１クラブ増設を行っております。それを含めまして４月１日現在、２５ク

ラブとなり、１，０３８名の児童が育成クラブを利用しており、昨年度９

９３名を受け入れておりましたので、４５名の増加となっております。 

待機の状況としましては、４月１日現在で１３１名の待機が発生してお

り、明峰小学校、東谷小学校がともに２４名で一番多い人数となっており

ます。 

今後の対応策としまして、公設クラブでは、桜が丘小学校と清和台南小

学校におきましてクラブ室の改修工事が終了次第、各１クラブ増設いたし

ます。運営は２学期からの予定としております。 

また、今年度から民間の留守家庭児童育成クラブの運営が始まっており、

４月１日から多田・多田東小学校区で２事業者が開設されております。さ

らに、明峰小学校区、東谷小学校区におきまして、５月からの開所を予定

されている事業者がございます。いずれも、校区を越えての受入れを可能

としている事業者となっております。 

今年度は、公設の新しいクラブのスムーズな開設、運営、指導員の確保、

そして民間育成クラブの運営の支援などを行ってまいります。 

続きまして４点目、「平成２９年度全国学力・学習状況調査について」

でございます。 

平成２９年度全国学力・学習状況調査が、４月１８日、小学校６年生及

び中学校３年生を対象に実施されました。今年度、教科に関する調査は、

小学校は国語及び算数、中学校は国語及び数学で実施されました。 

調査結果につきましては、まず、８月末に、文科省からの調査結果の返

却と同時期に、本市の結果速報として報告させていただき、その後、川西

市基礎学力向上検討委員会にて分析を加え、詳細な報告をさせていただく

予定としています。 

今後、学校とともに課題を分析し、子どもたちの学ぶ意欲の向上を図る

教育施策に活かしていきたいと考えています。 

続きまして、５点目の文化財審議委員会の答申についてご報告申し上げ

ます。 
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牛尾教育長 

 

服部委員 

 

 

 

社会教育・文化

財課長（井上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部委員 

 

 

 

去る３月２８日に文化財審議委員会が開催され、能勢電鉄株式会社より

申請が提出され、当委員会に諮問しておりました、「黒川字奥瀧谷台場ク

ヌギ群」の市指定について、「市指定文化財として指定することを適当と

認める」ということで答申をいただきました。 

ただし、指定名称等については、検討を加えることとされ、現在、文化

財審議委員の天然記念物の専門の委員と最終調整をさせていただいており

ます。それが終わり次第、文化財審議委員会委員長に確認し、市指定天然

記念物として指定することとなりましたので、ご報告させていただきます。 

今後、４、５月中で指定を完了し、市議会への報告後、市広報への発表

等の作業を進めていく予定としております。 

なお、今回の答申により、市指定の天然記念物は合計９件となります。 

先の教育委員会で議決された天然記念物指定の方針に沿ってふるさと川

西意識向上や川西市の魅力発信につなげてまいりたいと考えております。 

報告は以上でございます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

文化財審議委員会の件についてお尋ねします。 

文化財審議委員会で台場クヌギが認められたということなんですが、そ

の後、天然記念物になる経過というのをお教えいただきたいんですが。 

 

経過としましては、最終的に名称等をこれでという形で委員長に確認を

させていただきまして、市議会へ「市指定になりました」ということで報

告を上げ、それから広報の方へ発表させていただいて、また教育委員会の

方にもそれにあわせる形で報告を上げさせていただくという形で、オープ

ンにしていきたいなというふうには思っております。 

日程の方は、今、委員の方へメールで送っているところで、私の作業が

遅れておりまして昨日送ったところで、まだお返事いただいていないとこ

ろなんですが、早急に動きたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

以上です。 

 

この教育委員会の役割っていうのはどういうことなんでしょうか。審議

会から答申が上がってきて、それで、先ほど議会っていうようなお話があ

りましたけど、ここは別にもう答申が出たらその答申をそのまま認めると

いうことになるという。 
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社会教育・文化

財課長（井上） 

 

 

 

服部委員 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育・文化

財課長（井上） 

 

 

牛尾教育長 

 

社会教育・文化

財課長（井上） 

 

牛尾教育長 

 

加藤委員 

 

 

社会教育・文化

財課長（井上） 

 

 

 

 

 

 

 

例年、私どもでやっている場合は、答申が出たところで、もう指定とい

うことで教育委員会の方へ諸報告をさせていただいているというような形

で手続きは進めさせていただいているところでございます。 

以上です。 

 

普通の委員会、審議会にしろ、ほかの委員会も全部そうなんですけれど

も、その審議会というのは別に権限があるわけではなくて、こちら側から

お尋ねしたことに対して答えていただく。その答えた結果に対して、どう

判断するかはこちらの問題で、本来ならば、この教育委員会のここが最高

議決機関でしょうから、ここにかけて「最終的にこういう答申が出たので

天然記念物指定にもっていきますけど、どうでしょうか」という形にもっ

ていかなければいけないように感じるんですけど、それはいかがですか。 

 

服部委員がおっしゃるとおりでございますので、この件に関しましては、

次回の定例委員会のときに議案という形で上げさせていただいて、議決を

頂戴するという形でさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

そうしていくわけですね。 

 

はい。 

 

 

そういう形でさせてもらいたいと思います。 

 

関連の質問ですけど。９件目とおっしゃっていましたけども、今までの

８件というのはどのような手続きを踏んでいたんですか。 

 

今までやってきている流れは、教育委員会で議案として上げて諮ったと

いう経緯はなかったものですから、それを踏襲してやっていたというとこ

ろがありました。今回ご指摘頂戴いたしましたので改めていきたいという

ふうに思っております。今までは、答申が出て、その結果が出たところで、

「指定になりました」ということで教育委員会の席で諸報告ということで

させていただくという手続きを踏んでいたと思います。どうぞよろしくお

願いします。 
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社会教育・文化

財課長（井上） 

 

牛尾教育長 

 

 

 

 

 

 

 

磯部委員 

 

文化財審議会は、我々が検討できないので文化財審議会にお願いして検

討していただくということなので、ここに上がってきたときに、それがお

かしいというような答えを出すということは基本的にはあり得ないんです。

ただ、文化財審議会の委員の先生の中で、おかしな意見を言われる先生が

おられたとしたら、それはまともな意見が返ってこない場合もあり得るん

です。あり得るわけですから、それは最終的責任は教育委員会、教育委員

にあるわけですから、それはきちんとかけなければいけないように思いま

す。 

それと、文化財審議会が開かれた後、別の先生からこちらの方に連絡い

ただいたんですが、前の教育委員会の中でも、天然記念物指定に関しては

非常にこちらとしては関心を強く持っているというふうなお話をさせてい

ただきました。そうであるならば、その審議会終わった後、「こういう結

果が出ましたよ」というような、正式でもなくても何でもかまわないんで

すが、そういう連絡も少しいただければと思います。例えば学校給食の問

題にしても、それから学校統合の問題にしても、しょっちゅう電話がかか

ってきて、そういうお話は聞いているんです。ところが、この天然記念物

指定のことに関してはもう全く、あのときにお話して以来、何も連絡がな

い。実際にはあの委員会の中ですごい大変なことが話し合われていて、一

庫ダムの方から天然記念物指定の可能性について問い合わせがあったと思

いますが、それに対して事務局側が全然答えてないんですね、お話聞きま

すと。そのことも含めて、やっぱりきちんと全体の報告をお願いしたいと

いうふうに強く思います。 

 

次回からは、委員会ありました後には早急にご連絡させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

今回、天然記念物指定の方針が教育委員会としても出ました。委員会と

してそういう大きな方針を出したわけですから、それを受けて、これから

天然記念物指定等においては、服部委員もおっしゃったように、審議会に

かけたことを受けて答申をいただいた、それを受けて教育委員会にもきち

んとご報告、審議・協議をしていただくという形で進めさせてもらいたい

と思います。 

ほかにございませんか。 

 

入園式に参りました際の感想と、来年度開園される幼保連係型認定こど

も園の開園準備について、お願いを２つほど申し上げたいと思います。 
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牛尾教育長 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

まず、私は、今年度、牧の台幼稚園の入園式に行ってまいりました。５

歳児が１名と４歳児が１０名、入園されました。とてもかわいらしい皆さ

んでしたが、入園される園児の皆さんの２倍近くの来賓の皆様がお見えに

なっていました。感想といたしましては、保護者の方も本当に熱心に牧の

台幼稚園の教育に期待されていること、そして来賓の皆様のお祝いの言葉

を伺っても、来年度、開園される幼保連係型認定こども園に対する熱い思

いを感じました。 

そこで、２つほどお願いではございますが、まず１つ目は、開園準備に

際しましては、地域の皆様や保護者の皆様、関係者の皆様の様々な思いや

ご意見を誠実に受けとめながら対応していただきたいこと。そして、２点

目は、人、物、お金など限られた条件中ではあるとは思いますが、子ども

たちのよりよい園での生活をイメージしながら、皆様の期待に応えられる

よう、関係者の皆様は一丸となって全力で、かつ誠実に開園準備に取り組

んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ほかにございませんか。 

 

２番の緑中校区における幼保連係型認定こども園、「向陽台あすのこど

も園」を見ての感想を少し述べたいと思います。 

ここの前の道をよく通ることがありますが、明るい外壁の色をしていて

やわらかい形で、それで、常に警備員の方が２名いらっしゃるかと思いま

す。それで、通る車は思わずスピードを緩めているようにいつも感じて、

自分も思わず緩めて走るようなぐあいです。随分いろいろと心配事があり

ましたけれども、その手前西側の歩道も大変幅が広くきれいに整備されて

いて、格段に以前よりぐあいがよくなったと思われます。このまま事故が

なく、小さい子どもたちがあの場所になじんで、新しいあの地域の風景に

なってくれるようにと願ってやみません。 

以上です。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。   

 

 それでは、事務状況報告については以上といたします。 

 

では次に、日程第４、報告第２号「専決報告について（川西市留守家庭

児童育成クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規
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地域こども支援

課長（大屋敷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛尾教育長 

 

牛尾教育長 

 

 

則の制定について）」であります。事務局から説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

 それでは、報告第２号「専決報告」につきましてご説明申し上げます。

議案書１ページをお開きください。 

本案件は､急施を要したため、教育長に対する事務委任規則第４条第１

項の規定により処理したもので、同条第２項の規定により報告し、承認を

求めるものでございます。内容は「川西市留守家庭児童育成クラブの設置

及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」で

ございます。 

今回の改正は、川西市留守家庭児童育成クラブを新たに設置するため、

また、クラブ室改修に伴い定数を変更するため、規則の一部を改正したも

のであります。 

それでは内容につきましてご説明いたします。改正内容は議案書３ペー

ジのとおりですが、詳しくは４ページの新旧対照表によりご説明いたしま

す。 

まず、川西市立久代小学校内の留守家庭児童育成クラブにおきまして、

入所希望児童の増加に対応するとともに、適正なクラブ規模での運営を行

うため、現行の「オレンジクラブ」に加え1クラブ増設するものです。 

規則第４条に規定する別表第１の留守家庭児童育成クラブの名称及び定

員において、「オレンジクラブ」「定員４０人」の次に「アップルクラブ」

「定員４０人」を追加しようとするものであります。 

また、川西市立川西北小学校内の留守家庭児童育成クラブにおきまして、

１教室で２クラブを運営しておりましたが、学校の耐震工事に合わせて部

屋の間仕切り工事を行い、部屋の広さに変更が生じたことから定員数を４

０人から３４人に改めるものでございます。 

なお、この規則は、平成２９年３月３１日付で公布し、平成２９年４月

１日から施行しています。 

説明は以上でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

 

 それでは、お諮りいたします。報告第２号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 



 

- 14 - 

 

 

牛尾教育長 

 

 

牛尾教育長 

 

 

 

こども育成課長

（丸野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第２号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第５、報告第３号「専決報告について（川西市立幼稚園

の保育料に関する規則の一部を改正する規則の制定について）」でありま

す。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 報告第３号「専決報告について」ご報告申し上げます。議案書の５ペー

ジをお開きください。本案件は、急施を要したため、教育長に対する事務

委任規則第４条第１項の規定により処理したもので、同条第２項の規定に

より報告し、承認を求めるものでございます。 

内容は、「川西市立幼稚園の保育料に関する規則の一部を改正する規則

の制定について」でございます。 

これは、平成２９年度、国において実施される幼稚園、保育所、認定こ

ども園及び地域型保育事業についての保育料基準額の改正にあわせ、市立

幼稚園の保育料を改正するものです。 

内容の説明に先立ち、今回、国において実施された保育料基準額の改正

内容について、概要をご説明いたします。主な改正は三点あります。 

一点目は、市民税非課税世帯の第２子について現在の半額から無料に改

正するものです。 

二点目は、年収約３６０万円未満相当世帯のひとり親世帯等の第１子に

係る利用者負担額を、さらに軽減するものです。 

三点目は、１号認定こどもで、年収約３６０万円未満の市民税所得割課

税世帯の保育料を減額するものです。 

以上３点の国基準額改正の考え方を踏まえ、市の保育料関連規則を改正

するものです。 

それでは、議案書９ページの新旧対照表をご説明いたします。 

中段の現行表の左の階層区分③、当該年度に納付すべき市民税の所得割

が非課税となる世帯の第２子について、現在の月額１，５００円から無料

に改めます。下段の改正後（案）の階層区分③、第２子欄０円のとおりで

ございます。次に、階層区分④において、現在６，２６０円及び５，３０

０円となっている月額保育料を、下段の階層区分④のとおり第１子を３，

３００円、第２子を１，６５０円に減額いたします。 

お手数ですが、８ページにお戻りください。一番下の別表備考第７項に
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（丸野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて、④階層でひとり親世帯等については、保育料を無料としておりま

す。 

説明は以上でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

よろしいでしょうか。  

 

 それでは、お諮りいたします。報告第３号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第３号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第６、報告第４号「専決報告について（川西市特定教育

・保育施設の保育料を定める規則の一部を改正する規則の制定について）」

であります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 報告第４号「専決報告について」ご報告申し上げます。議案書１０ペー

ジをお開きください。 

本案件は、急施を要したため、教育長に対する事務委任規則第４条第１

項の規定により処理したもので、同条第２項の規定により報告し、承認を

求めるものでございます。 

内容は、川西市特定教育・保育施設の保育料を定める規則の一部を改正

する規則の制定についてでございます。議案書の１２ページをお開きくだ

さい。 

この規則は、私立の施設で、幼稚園機能を利用される１号認定こどもの

保育料を定めている規則でございます。 

改正点につきまして、先ほど概要をご説明しました、国の保育料基準額

改正にあわせて、市における保育料を改正するものでございます。議案書

１３ページの新旧対照表をもとにご説明いたします。 

別表において、階層区分④の市民税所得割額７万７，１００円以下の世

帯の月額保育料を、５，３００円から３，３００円に改正しております。

また、備考第３項において、階層区分③の第２子については、無料として
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おります。さらに、１４ページにかけての備考第５項において、ひとり親

世帯等に属する階層区分④に属する世帯について、無料とする改正を行っ

ております。 

説明は以上でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

よろしいでしょうか。 

 

 それでは、お諮りいたします。報告第４号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第４号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第７、報告第５号「専決報告について（川西市特定教育

・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部を

改正する規則の制定について）」であります。事務局から説明をお願いい

たします。 

 

 報告第５号「専決報告について」ご報告申し上げます。議案書１５ペー

ジをお開きください。本案件も、急施を要したため、教育長に対する事務

委任規則第４条第１項の規定により処理したもので、同条第２項の規定に

より報告し、承認を求めるものでございます。 

内容は、川西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担等に関する規則の一部を改正する規則の制定についてでございます。議

案書の１７ページをお開きください。 

この規則は、保育所、認定こども園及び地域型保育事業を利用する２・

３号認定こどもの保育料を定めるものでございます。これも、先ほど概要

をご説明しました、国の保育料基準額改正にあわせて、市における保育料

を改正するものでございます。１９ページ及び２０ページの新旧対照表を

もとに、改正点についてご説明いたします。 

別表において、Ｂ階層の第２子について無料とする改正を行っておりま

す。また、Ｃ階層からＤ２階層のうち所得割が７万７，１０１円未満の世
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帯のうち、ひとり親世帯等については、３歳未満児が６，７００円、３歳

以上児は４，０００円としております。 

説明は以上でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

 

 それでは、お諮りいたします。報告第５号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第５号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第８、報告第６号「専決報告について（社会教育委員の

委嘱について）」であります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 それでは、報告第６号「専決報告について（社会教育委員の委嘱につい

て）」ご説明申し上げます。 

議案書２２ページから２４ページをご覧ください。 

議案書２４ページに記載しております１名を社会教育委員に委嘱するに

ついて、急施を要したため、教育長に対する事務委任規則第４条第１項の

規定により処理したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めよ

うとするものであります。 

本報告は、平成２９年３月３１日で学校教育関係者１名について定年退

職により辞任されたことに伴い、その後任として、新たに社会教育委員を

委嘱する必要が生じたためであります。社会教育委員の任期は２年であり

ますが、今回就任されました委員の任期は、前任者の残任期間であります 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までであります。 

なお、学校関係者につきましては、市内の小学校及び中学校からそれぞ

れ１名を委員として就任を願っているところでありまして、今回、退職に

より辞任されましたのが中学校からの委員でありましたことから、新たに

中学校長会からご推薦いただいたものであります。 

以上、ご説明とさせていただきます。よろしくご承認いただきますよう

お願い申し上げます。 
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説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 

 それでは、お諮りいたします。報告第６号につきまして、これを承認す

ることにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第６号につきましては、承認され

ました。 

 

では次に、日程第９、議案第１５号「教育財産の取得の申出について」

であります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

 それでは、議案第１５号「教育財産の取得の申出について」ご説明申し

上げます。 

議案書２５ページから２８ページをご覧ください。 

今回、教育財産の取得の申出をする用地は、２７ページの地図にありま

すように川西市郷土館の隣接地で所在地川西市下財町５番１の１０１平方

メートルと下財町６番の３７２．８５平方メートルの合計４７３．８５平

方メートルでございます。 

当該用地につきましては、平成２８年度、用地先行取得事業特別会計で

郷土館駐車場用地として既に買い上げており、今回、一般会計で買い戻し、

教育財産として取得する必要があるため、川西市教育委員会事務処理規則

第１０条第１号の規定により議決を求めようとするものであります。 

なお、買上げ予定金額は、２６ページにありますように、用地先行取得

事業特別会計で土地所有者から買い上げた額と同額の２，６１５万６，５

２０円で、平成２９年５月１日を取得予定日とし、市と契約をし、その後、  

買戻しに係る支出事務を進めていく予定としております。 

教育財産として取得が完了した後は、今年度中にフェンス設置及びアス

ファルト舗装などの整備工事を実施し、当面は駐車場としての利用をする

とともにイベント開催時などには、郷土館入口横という恵まれた場所であ

ることからもブース設置などの催物会場として利用するなどの柔軟な利用

ができないかと考えております。 

ただし、住宅地に隣接している場所であることから、周辺の住環境には
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十分に配慮する必要があり、それ以外の活用方法については慎重に考えて

いきたいと考えております。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明は終わりました。質疑・ご意見等はございませんか。 

 

 更地になった後に訪問いたしまして現場を拝見いたしましたが、思った

よりも広い土地で形もよく、柔軟な活用をしていけるのではないかと思い

ました。先ほどのご説明でもありましたが、地域住民の皆様にいろいろ配

慮してというくだりがございましたが、駐車場として活用するには、前の

道路が極端に狭く、個人のお宅として使っているとき以上に交通量が増え

るのかなと思います。行き違いもなかなか難しいぐらいのところですので、

どのようにすれば安全に駐車場として活用していけるかというところも一

歩踏み込んで考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

 

 それでは、お諮りいたします。議案第１５号につきまして、これを可決

することにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号につきましては、可決さ

れました。 

 

では次に、日程第１０、諸報告であります。諸報告１「多田グリーンハ

イツ地区・清和台地区における学校配置の適正化に関する手順作成につい

ての総括」について事務局から報告をお願いいたします。 

 

それでは、多田グリーンハイツ地区・清和台地区における学校配置の適

正化に関する手順作成についてご報告申し上げます。 

これまでの経緯としまして、長期にわたる少子化の影響を受け、全国的

に学校規模の縮小化が進んでいる状況のもと、平成２７年６月の学校校区

審議会答申を受けて、小学校統合の方針を決定し、地域住民説明会を実施

するなどの取り組みを進めてまいりました。 
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しかしながら、児童数の実態の状況を整理する中で、児童推計方法、統

合へのプロセス、保護者や地域住民への説明プロセスに課題があったと結

論付け、平成２８年６月に小学校統合の再検討を決定しました。 

その後の対応として、「学校配置の適正化に関する手順」を作成し、平

成２８年１２月までにお示しする予定としていましたが、様々な意見や考

えを整理することに時間を要し、年度をまたいで本年２月にまとめるに至

りました。 

小学校統合再検討を判断した理由です。 

中長期的に見た場合、児童数が減少する状況であり、いずれ訪れる小規

模校化に向けて、学校規模の適正化を図るために小学校統合を進めてきま

した。そのタイミングの目安として、単学級の出現年度を推計してきまし

たが、統合本来の目的よりも単学級の出現年度が論点になり、児童推計の

あり方が議論の中心になってしまいました。単学級の出現が予定年度より

遅れる状況の中で、小学校統合を再検討することとなったところです。ま

た、保護者や地域住民には小規模校における教育上の課題、本市の目指す

小学校統合の意義を十分に伝えることができず、統合の是非そのものの議

論の進め方に課題が残ったと考えています。 

小学校統合再検討の結果につきましては、「学校配置の適正化に関する

手順」を作成し、次のように整理しています。 

まず、学校配置の適正化に関する基本的な方針です。文部科学省の示す

「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引」を参考としな

がら、また平成２７年６月にいただいた校区審議会答申の三つの原則を総

合的に勘案し、小規模校においては、ある一定規模の集団を確保するため

に学校統合を前提とした学校配置の適正化を進めることを基本的な考え方

としており、多田グリーンハイツ地区及び清和台地区で適正化を進める、

この考え方は再検討となった今も変わっていないものでございます。 

学校配置の適正化の時期につきましては、多田グリーンハイツ地区では

平成３０年度、清和台地区では平成３１年度に決定していましたが、再検

討後は、両地区ともに、いずれかの学校の複数学年に単学級の実態がある

場合に適正化に向けての協議・検討を始めるため、現時点におきましては

未定ということになります。 

使用する学校施設につきましては、多田グリーンハイツ地区では陽明小

学校、清和台地区では清和台南小学校を使用することになっていましたが、

適正化に向けた協議・検討の中で決定するため、現時点におきましては未

定ということになります。 

最後に今後の取り組みについてですが、小学校統合に向けて学校関係者
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・コミュニティ役員・ＰＴＡ関係者などへの説明を重ね、準備を進めてき

た経緯から、再検討を決定したことにより、関係者に対し混乱を招く結果

となりました。また、手順作成において、保護者や地域住民の方々からの

様々な意見の整理や議員協議会からのご指摘を慎重に検討させていただく

過程において時間を要しました。再検討を決定したことが長期的に見た場

合、よりよい選択であったと理解していただけるよう、今後、保護者や地

域住民への説明と議論を時間をかけて丁寧に行い、誠意ある取り組みを進

めてまいります。 

以上で、多田グリーンハイツ地区・清和台地区における「学校配置の適

正化に関する手順作成についての総括」についての報告とさせていただき

ます。 

なお、「学校配置の適正化に関する手順」については、清和台地区にお

いては５月１４日（日）、多田グリーンハイツ地区においては５月２１日

（日）に、それぞれ地域説明会を開催し、ご説明することとなっています。

ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、２月７日に開催されました定例校長会において、「学校配

置の適正化に関する手順」についての質問事項が出され、その質問事項に

対する回答を４月１４日開催の定例校園所長会において回答しましたので、

報告させていただきます。ここからに関する資料はございません。 

 定例校園所長会においては、個々の質問に対する回答をするのではなく、

「学校配置の適正化に関する手順」を説明する中に質問内容の回答を盛り

込み、手順全体の内容を理解していただくような説明を行いました。 

主な質問への回答内容としましては、「適正化実施条件において、推計

に頼らずなぜ実態となったのか」については、文科省の手引の学校規模の

標準を下回る場合の対応の目安を参考にしながら、今まで以上によりよい

教育環境への支援を行うこと、地域との関係性を勘案し、地域の実情に応

じた検討を進めるために推計ではなく実態としたこと、「なぜ複数学年に

単学級が発生した時なのか」については、一時的に単学級が出現するので

はなく、継続的に出現することが課題であり複数学年としたこと、「適正

化実施条件が発生してから何年後に統合するのか」については、保護者や

地域住民と協議を進める中で決定するので、現時点において統合年度は未

定であること、「コミュニティをまたいでも統合するのか」については、

一つのコミュニティに一つの小学校が原則であると考えているので、現時

点でコミュニティをまたいでの統合は考えていないこと、「学校の選定も

見直すのか」については、適正化に向けた協議・検討の中で決定していく
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ので学校の選定は見直すとしたこと、「今後の考え方の柱を示してほしい」

については、文科省手引を参考としながら、地域とともにある学校づくり

の視点を踏まえ、保護者や地域住民の理解と協力を得るため、丁寧な論議

を進めていくのが今後の考え方であると「学校配置の適正化に関する手順」

の説明の中で回答いたしました。 

校長からは、単学級が複数学年になり小規模校化が進んだ時に市教委と

しての支援はあるのか、説明会後に手順の変更はあるのか、他地域におい

ても複数学年に単学級が出現したら統合を検討するのか、といった質問が

出されましたが、「学校配置の適正化に関する手順」については、概ねご

理解いただくことができました。 

以上、４月１４日に開催されました定例校園所長会における「学校配置

の適正化に関する手順」説明についての報告とさせていただきます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

今、志波課長の方から報告ありましたが、これ校園所長会においても口

頭の報告、返答という形でもっていったわけですね。これを文書にして残

さない理由、ここで我々に文書にして示さない理由というの、どの辺にあ

りますか。 

 

先ほど申し上げました回答の内容というものは、すべて今回の「学校配

置の適正化に関する手順」の中に内容的には盛り込まれておるということ

にしております。一応、その手順を説明する中ですべてその回答内容は盛

り込まれているという判断で、特に別の資料という形では用意はさせてい

ただいてないということでございます。 

 

少し苦しいかなと思うのは、読み方が悪いという話になるわけですか。

書いてあるようなことを聞くなよととらえかねられないことではないです

か。全部書いてあるんだけど、その質問はというふうにとらえられないか

と、聞く人によれば。と思いませんか。僕はそのように聞こえます。もし

ダブったとしても、項目が１５項目ぐらいありましたからね、きちんとそ

れに対して答えるというのが丁寧な答え方であって、その態度がなかった

からこそ、住民説明会で、去年、前年度は混乱があったのではないですか。

というふうに僕は判断しますけど。 

それで、もう一つ、つけ加えれば、感想ですが、それで納得されたんで

しょうか、当該地区の校長は。概ねそれでわかりましたという答えであっ
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たのかどうかということを聞きたいです。それとも、まだ納得してないと

いうか、まあ、そんなもんかというような反応であったのかというのは、

課長、どのような感想でしたか、納得されたと思われましたか。 

 

はい、内容的にはご理解いただけたものと理解しております。ただ、そ

の場で３点ほどの質問が新たに出てきたわけですけども、それについても

その場でご回答させていただいて、ご理解はいただけたものと考えており

ます。 

以上です。 

 

今後同じように、質問が繰り返し出る可能性はあると思います。納得し

ていたら出ないでしょうけど。そのときにも、やっぱり丁寧に答えてあげ

ることが必要であり、それはとりもなおさず、例えば当該地区から、石田

校長から出るということは、当該地区の校長というのは一番心配していて、

それで一番矢面に立っているわけです。住民からも一番声を聞く、コミュ

ニティから声を聞くわけです。だから、それに関しては、もう従前からそ

うですけども、当委員会としては現場の管理職を絶対に守る、その姿勢が

ないと現場との協力一致はできません。特に今回のように少し混乱気味と

僕は思っていますが、それでいくのであれば、やはり丁寧に答えてあげて

バックアップできるように、よりよい方向に進むように考えてあげてほし

いと思います。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

 

今、加藤委員がおっしゃったことに関連していると思いますが、皆様へ

の説明に関して「丁寧に」という言葉が使われております。先般のＰＴＡ

連合会との教育懇談会のときの記録を拝見いたしますと、学校統合につい

ての回答として、岸室長がお答えになった中で、「これまでも保護者や地

域の皆様への説明については丁寧に行ってきたと考えておりますが、十分

なご理解を得ることができなかったと認識しています」とありました。今

回の資料１の次のページにある４番の「今後の取り組みについて」書かれ

ている下から３行目で、「今後、保護者や地域住民への説明と議論を、時

間をかけて丁寧に行い、より多くのご理解とご協力を得ながら学校配置の

適正化を進めていきます」と、活字にするとほとんど同じことが書かれて

います。前回の丁寧がなぜ伝わらなかったのか、十分検証はなさっている
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と思います。その上で、今回の丁寧がきっちりとご理解とご協力を得られ

るためにどうすればいいのかというのを、考えてらっしゃると思います。

先般の年度当初の懇談会で総務調整室長がおっしゃった言葉がとても印象

的でした。「思いが伝わる言葉の使い方を十分考えていきたい」というふ

うにおっしゃっていました。恐らくこの丁寧な説明をどのようにしたら伝

わるか、相手の立場に成り代わって思いが伝わる言葉を使っていくことと、

先ほど加藤委員がおっしゃっていたように、納得のいくような説明の仕方

を工夫されて、前回の丁寧な説明と今回の丁寧な説明が全然違うというと

ころを十分準備していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

 

説明の中では児童の推計というよりも実態というようなことを言われて

いたと思いますが、この２番の一番上に書いてある「児童推計を検証する

必要性が生じたこと」というふうな文章が入っていますね。これ児童推計

を検証する方法ではないのではないですか、実際にはもう実態になってし

まっているので。もともと検討し始めたときは児童推計の問題もかなり出

ていましたが、この段階に至ると児童推計の問題ではなくて、推計より実

態を判断基準にしたことというその一言に尽きるのではないでしょうか。 

 

それは、委員ご指摘のとおりです。ここでその推計の変更ということに

関しては、確かにその推計方法そのものは見直しをしているわけですが、

この推計については、今後の適正配置の検討を進める中で児童数の状況把

握の資料にすると。ただ、具体的な適正化に向けた検討をするときには、

実態、実数に基づいて始めると、そこがスタートになるということによっ

て考えております。 

 

要は、もうできるだけ単純化にもっていくということが必要なので、だ

から、複数学年で単学級になったときに、実態としてなったときに、そこ

から始めるわけですね。そのときには、当然、今後子どもたちの数がどう

なるかって推計の問題が出てくると思いますが、それは次の問題で、ここ

で言っているのは、もう実態だということを言い続けた方がいいと思いま

す。その実態が出てきたときに今後どうするかというときに、はじめてそ

こから動き出すわけですから、そのときには推計の問題が当然出てくる。

だけど、この段階ではもう推計ではないという。だから、推計の方法を検
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証する必要性という、そのことを言わなくても、実態から始まるというふ

うに言われた方が非常に僕はわかりやすいと思います。 

 

少し補足させていただきます。 

資料の大きな２番の「小学校統合再検討を判断した理由について」のと

ころにつきましては、平成２８年６月の時点で再検討をすることを判断し

た理由としましては、児童推計を見直すというところで記載しております。

それで、その次の３番のところで、「再検討の結果」の前後のところで、

ここで再検討前は児童推計としていたものを再検討後は実態で見ていくと

いうことが記載できておりませんので、少しわかりにくくて申しわけござ

いませんでした。 

以上でございます。 

 

確かに言われたように経緯はそうだと思いますが、この期に及んで、結

果としてはもう推計というのはあまり出てこないのではないかと思ったも

のですから。推計というのを残す方がまだ問題が出てくるような感じがす

るので、もう実態に沿ってやるんだという。実態があってから次のところ

に入るわけですから、それから以降、推計の問題は当然出てくるんですけ

ど。その説明するときの方法として、経緯をずっと細かく言っているわけ

ではないと思うので。 

それは判断していただいたらと思います。 

 

ありがとうございます。 

 

書き方の話ですが、これ「総括」というひとまとめで終わっていますが、

この総括の文責っていうことに関して、どこが出したかということは表記

する必要はあるんですか。ないんですか。教育委員会が出したのか、学務

課で出したのか、教育長名で総括しましたというのか。やはり総括という

からには、今まで全部見てきてこうでしたということを、これは皆さんの

目に触れることになるわけでしょうから。この文章の責任がどこにあるか

ということを示さなくてもいいのかなと思いまして。 

 

ご指摘のとおり、文責は示すべきだと思っております。それで、今回、

議案として上げさせていただいたわけではございませんので、この「総括」

につきましては、教育委員会事務局の責任で総括した内容を教育委員の皆

様にご報告させていただいたということで、ご理解いただけたらと思って
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おります。 

 

前の前に言ったのかな、何か総括してほしいと言いましたが、これが全

てだと思うんです、みんなが見たときに。これは、去年一年何をしたかと

いうことなんです、結局、人が見たときに。どのようにこれを判断してい

るか、ここから先どうするかということを、これをみんなが見る、誰かの

目に触れるとしても、触れないにしても、一回確認しておかなくてはいけ

ないと思う。単なる総括というよりも大きなことだと思っておりますので、

そこのところは、しっかりこれに従ってやっていくというぐらいの気持ち

でやらないとと思っております。感想です。 

 

ありがとうございます。  

ほかにございませんか。 

 

それでは諸報告１については以上といたします。 

 

続きまして、諸報告２「平成２９年度川西市子ども議会の開催について」

事務局から報告をお願いいたします。 

 

 それでは、「平成２９年度川西市子ども議会の開催」についてご説明申

し上げます。資料２「平成２９年度 第２６回川西市子ども議会実施要項」

をご覧ください。 

子ども議会は、平成４年、市役所が新築されたことを記念して「小・中

学生の子どもたちから川西市への夢や希望を聞き、街づくりに役立てたい」

というねらいから始められたものでございます。そのねらいを平成２９年

度も継承しつつ、「子ども議会」「子ども議員」の活動を通して、自らが

暮らす地域をよりよくするために、自分たちができることやアイデアを「子

ども議員の意見」として表明する活動を通して、主体的に地域社会やまち

づくりに参画しようとする態度を養ってまいります。 

今年度は第５次総合計画の５年目となります。そこで、行政経営室より

第５次総合計画の概要と、４年目を終えた上での成果と課題を子どもたち

に向けて解説していただき、それに基づいて子どもたちに意見を考えさせ、

質問事項をまとめていきます。 

今年度も、中学校区ごとに子ども議員のグループ編成を行い、各学校の

児童会や生徒会活動の活用の充実を図る予定です。小中連携の推進の一助

とするとともに、児童会や生徒会活動を通して、子どもたちの自発的・自
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治的な活動を促進し、自立した社会人として将来に必要な能力を育成する

機会にしたいと考えています。 

実施日時は、平成２９年７月２９日(土)午後１時から午後４時です。開

催場所は、川西市役所６階本会議場、出席者は子ども議員として市内公立

小学校より１６名、市内公立中学校より７名、特別支援学校より１名、公

募による自由参加８名の合計３２名で開催する予定でございます。 

当日の進行でございますが、開会挨拶ののち、各グループによる質問及

び意見表明を行い、それに対する市の考え方を答弁するという進め方を計

画しております。 

当日は、理事者として、市長、副市長、教育長をはじめ、各部長の出席

をお願いしております。教育委員の方々にはお時間が許すようでしたら、

傍聴していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

「６．子ども議会に係る活動等の流れ」をご覧ください。 

子ども議員からの質問や意見表明につきましては、第５次総合計画の実

現に向けて、中学校区の地域における課題を中心に焦点を当てます。 

第１回事前協議会では、第５次総合計画の概要と、４年目を終えた上で

の成果と課題を子ども議員に向けての解説を行います。 

子ども議会で実際に子ども議員が提案する意見についてでございますが、

子ども議員個人の意見でとどめるのではなく、一度各学校へ持ち帰って、

児童会や生徒会に子ども議員から働きかけ、多数の子どもたちからの意見

を集約してもらいます。それらを第２回の事前協議会において、中学校区

ごとに編成したグループで討議し、最終的な意見を作成する計画でござい

ます。 

子ども議会終了後は、継続議員を募り、「子ども議会だより」を作成し

ます。これについては、学校だけでなく、地域へも配付することで、地域

の方にも子どもたちの考えを知っていただき、可能な範囲で、地域づくり

に役立てていただきたいと考えております。また、要請があれば、川西市

のイベント等にも参加し、継続して主体的にまちづくりに参画しようとす

る態度を養ってまいります。 

以上、平成２９年度川西市子ども議会の開催についての説明とさせてい

ただきます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

この募集要項はどのように配付されるのでしょうか。 
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学校の方に配付すると同時に、ホームページにも今年度から載せてとい

うことで幅広く募集をするようにいたしております。 

以上でございます。 

 

わかりました。公募枠が埋まるといいですねと思いました。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

 

継続議員としての活動のご紹介ありましたが、昨年度の実績でいえば、

何か川西市のイベントなどに要請があって継続議員が出たという事例はご

ざいましたか。 

 

具体的にイベント等への要請というのは、２８年度についてはございま

せんでした。ただ、まちづくりに役立てたいということで、例えば昨年度

でしたら、エドヒガンをさらにＰＲするためにということで、地域のお菓

子屋さんのスイーツについていろんな考案したものを紹介するということ

をしました。それが採用されたかどうかについてはまた違う話でございま

すけれども、何か子どもたちの中で、そういう地域にある資源をお菓子な

どに役立てたいということで、子ども議会終了後に動いたということは報

告を受けております。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

ぜひ主体的な活動の場を、要請があったらではなく、創造していくよう

に、教育委員会側からも、継続議員の皆さんがやりがいを持って取り組め

るような仕掛けのようなものもぜひ検討いただければと思います。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

 

資料の「参加同意書」に書かれている内容について質問です。この一番

下の注意書きのところに書いている文言ですが、とても細かい話で申しわ

けございませんが、「抽選結果は後日お知らせいたします」ということで

すが、これは全員にするのか、それとも当選者のみにするのかというのは

どのようになっていますか。 
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教育委員会から、公募で申し込まれた方に対して全員に必ず返事をする

ようにいたしたいと考えております。 

以上でございます。 

 

では、この参加同意書をご覧になった方が、そういう内容がわかるよう

な記載をする方が親切かもしれません。ご検討ください。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。  

 

それでは諸報告２については以上といたします。 

 

続きまして、諸報告３「レフネック第２４期生募集状況について」事務

局から報告をお願いいたします。 

 

 それでは、平成２９年度の川西市生涯学習短期大学「レフネック第２４

期生募集状況」について資料３のとおり、取りまとめましたのでご報告さ

せていただきます。 

 申し込みにつきましては、各学科とも、各々１００人を定員とし、３月

１日から３１日まで募集いたしました。しかしながら、定員に満たなかっ

たことから、引き続き、募集を継続し、４月１１日時点で、「水産学科」

は６７人、「文化遺産学科」につきましては、８１人の申し込みがありま

した。入学式は、５月１３日、土曜日に予定しており、引き続き、入学式

までの間、募集を継続していきます。 

現在、市ホームページでの案内の掲載及び市役所や公民館等施設での入

学案内の設置を継続するとともに、アステ市民プラザで開催されている市

の事業で案内チラシを配布させていただいたり、市内にある大学施設等に

も入学案内の設置をさせていただくなど、少しでも学生数を増やしたいと、

レフネック担当を中心に考えております。 

 以上、２４期生の募集状況の報告を終えさせていただきます。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

今までレフネックは、大体、定員を超えていたというお話を聞いていま

すが、今回は非常に少ないということと、それと水産学科というように川
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西にはなじまないような学科というようなことが、やっぱりきいているの

ではないかと思うんです。それで、これは大学の先生方にお願いしている

ので、なかなかこちらの思いどおりのそういう科目というのは見つけにく

いというのはものすごくよくわかるんですが、水産学科というのは無理だ

ったのではないかなと思います。今後のこともあるので、その辺いかがで

しょうか。 

 

今回、水産学科があまり人気がないということで、定員がなかなか１０

０名というのは難しいかなというところでございます。今まで過去にさか

のぼりましても、川西になじまない学科というのがやはりところどころ生

じているようなところで、私どもも、今、服部委員からご指摘いただきま

したとおり、大学に頼んでというところで、なかなか思う学科が組めない

というのも事実でございます。しかしながら、こういう結果も出ておりま

すし、今回の例を受けまして次年度以降は、もう少し川西と関連する、あ

るいはそのあたりを膨らませるような学科、何とか大学あるいは講師お願

いしてやっていきたいと思っております。 

定員の方が２７年度から１００名になっているところで、それ以前は７

０名だったというところで、応募者数に関しては当時からも１００名を切

っていたというところはあったようには資料としてはあるところなんです

が、やはり１００人入れる教室で授業をやっているということで、目いっ

ぱいより多くの方に来て学んでいただきたいという思いはございますので、

学科を来年度つくるにあたりましては、考慮しながら考えてやっていきた

いと思っております。 

以上です。 

 

今年度から、初めての応募の方の優先枠を増やしたと前回ご報告を受け

ました。今回は残念ながら両学科とも定員割れなので、皆さん、ご希望の

方は入れるということになっていますが、文化遺産学科に関しては、初め

ての方がこの表でいくと３６名で、もしここが定員オーバーしていた場合

というのは、今回優先枠を変えたことのメリットが出てくるのでしょうか。 

 

今、磯部委員おっしゃっていただきましたとおり、今年度から優先枠を

全く受講したことがない方ということに限定しまして５０名、今まで、一

度申し込んで受からなかった方で、定員の３割ということで優先枠を設定

していたんですが、それを撤廃いたしまして、今年度より、とりあえずレ

フネックに入学したことない方を５０名枠というのをつくりました。それ
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によりまして、今回はほんと定員割れをしてしまいましたので成果として

申し上げていいのかどうかわかりませんが、文化遺産学科に関しましては、

３６名の新しい方が申し込んでいただいておりまして、本当でしたら優先

枠、あと定員がいっぱいでしたら６名の方は落選だったというところなん

ですが、３６名の方ご入学いただけるというところで、新しい方に来てい

ただけるというところで、よかったなというふうに思っております。そこ

のところで、少しＯＢ頼みのレフネックだったのかなというふうなところ

も実感しているところはあるんですが、その辺、解消していけるようにな

るのではないかなというふうにも思っております。 

以上です。 

 

ありがとうございます。  

  

それでは諸報告３については以上といたします。 

 

続きまして、諸報告４「平成２９年度公民館講座案内（前期）について」

事務局から報告をお願いいたします。 

 

 それでは、諸報告４、「平成２９年度前期公民館講座案内」につきまし

て報告させていただきます。 

お配りしております、資料４「平成２９年度前期公民館講座案内」の冊

子をご覧ください。 

「出あい ふれあい 学びあい・学ぶ喜び、いきいき人生」をテーマに２

９年度前期では１０公民館で７４講座、延べ２８４回を予定しております。

それでは、１ページ、２ページの「分野別もくじ」をご覧ください。 

分野を「家庭教育・家庭生活」から「一般教養」の分野に分け、各館実

施の講座の内容をまとめております。 

３ページには、各公民館図書室の案内を、４ページから２３ページには、

それぞれの公民館が開催します講座の案内を掲載しております。講座の企

画にあたりましては、地域の方や公民館利用者、また、講座受講者の要望

やご意見等を参考に各公民館で企画しております。 

それでは、主な講座を紹介させていただきます。表紙の裏「分野別もく

じ」をご覧ください。 

「家庭教育・家庭生活」の分野におきましては、学習内容を「育児・保

育・しつけ」から「その他」まで、２４講座を開催いたします。「育児・

保育・しつけ」では、子どもと保護者を対象としました講座で、中央のお
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やこ講座「ぐるんぱランド」など８館で８講座を開催いたします。 

「現代的課題」分野におきましては、学習内容を「国際理解・国際情勢」

から「福祉社会」まで、９講座を開催いたします。 

「市民意識」分野におきましては、地域の歴史講座など５講座、「体育

・スポーツ」分野では、健康促進講座など２講座を開催いたします。 

また、「趣味・けいこごと」の分野におきましては、「音楽」から「そ

の他」まで、２１講座を開催し、「華道・茶道・書道」では、「子ども茶

道教室」を７館で開催し、日本の伝統文化を学んでいただきます。 

「一般教養」分野におきましては、「パソコン教室・ＩＴ講習」から「そ

の他」まで、１２講座を開催いたします。 

また、高齢者向けの講座としましては、５ページ、６ページに掲載して

おりますとおり、中央公民館で「高齢者大学りんどう学園」を開講いたし

ます。今年度も文芸、自然、わがまち、水墨画、歴史、ことばの６学科、

１年生１３６人、２年生１１１人に、老人クラブ約５０人の方を合わせ、

約３００人の参加で、５月９日に開講式を予定しております。 

そのほか、１１ページの多田公民館におきましては、健康や栄養の学習

・演芸などを楽しんでいただく「多田ふるさと学園」で９０人の募集をい

たします。 

最後に、公民館での学びを通して、住民がわがまちに誇りと愛着が感じ

られ、また、地域の課題等が認識でき、住民が主体となる「まちづくり」

を考えるきっかけとする「川西まちづくり講座」につきましては、前期７

４講座のうち、市民意識の分野で、“夏休み子ども自然教室「キセラ川西

の水生生物を観察しよう」”や、「日本一の里山講座」など４講座を催し

ます。 

この前期の公民館講座案内は、５，０００部作成しており、各公民館、

市役所の案内カウンター、図書館をはじめ、各公共施設の窓口に置き、市

民の皆様にＰＲを行っております。 

その他、各講座の開催時には、広報誌への掲載やチラシ等の作成、ホー

ムページを通じてＰＲに努めているところでございます。 

以上で報告を終わります。 

 

只今の報告について、ご質問はございませんか。 

 

「川西まちづくり講座」ですが、７４講座のうち４つということで、そ

の目的からすると、例年より少し少ないのではないかと思っております。

後期の講座に盛り込まれているのか、そのあたりはどうなっておりますで
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しょうか。 

 

おっしゃっていただいたとおり、今年度前期で４講座ということで、２

８年度は前期６講座、後期が１１講座で計１７講座だったのですが、少し

前期が今回少ないということですので、後期の方でまたまちづくり講座の

方つくっていくよう各公民館の方で考えてもらいたいと思っております。 

以上です。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

 

レフネックにも共通するんですけれども、中央公民館のこの専門学科で、

例えば自然学科なら１６講座がございますね。その１６講座の全体像とい

うのはどなたかが押さえておられるんでしょうか。 

 

 文芸学科でしたら、もう長船先生お一人ですべて見ていただいているん

ですけども、例えば自然学科でしたら、ＮＰＯ法人野生生物を調査研究す

る会の方に一応お願いして、順番にという形になっております。ですので、

一応全体を見てはくださって、この１年間を予定するときに、こちらの担

当者と打ち合わせをしてやっているという形でございます。 

 以上です。 

 

 りんどう学園なんかの場合は、それぞれの項目が全然全く違うので、そ

れぞれの先生にお任せして、その中でお話しいただいたらそれでいいんだ

と思うんですが、この連続的な講座の場合は、例えば用語の使い方だとか、

それからその話の内容についても、それぞれの先生に任せられているとい

うことで、レフネックなんか特にそうですけど、その先生が自分の言葉で

話して、周りと関係ないような形で終わってしまう場合が多いんです。で

すから、できれば誰か、この場合は講師謝金がそんなに余裕はないので、

コーディネーターというのを設置ができないと思うんですが、その全体の

構造、講座全体の中身というのを押さえる方を一人つくられて、その先生

にお話しいただく、きっちり全体像を押さえていただくという方法が望ま

しいと思うんです。自分自身があっちこっちで講演行って、同じような講

座なのに次の人間と全く違うことを話しているということが結構多いんで

す。本来きちんと体系的に話さなければいけないというのがありますので、
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それは最初にそういうお話をしていただいたらまとまっていくと思います

ので、ぜひ全体像をまとめるような、一人の先生がされるんだったら全然

問題ないんですけど、たくさんの先生が講演される場合には、そういう形

でちょっと考えていただいたらと思います。 

 以上です。 

 

ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

 

分野の「体育・スポーツ」に関して、少し意見と質問がございます。 

毎回、この体育・スポーツというのは数がとっても少ないように思いま

す。今の川西市の現状とこれからの現状を考えると、いくつになっても元

気にいきいきと暮らせるための場の提供として、とても大事な講座ではな

いかと思っております。 

今回は、「健康促進講座 アンチエイジング運動」ということですが、

平成２８年度に終了したレフネックの講座にスポーツ健康科学があったと

思います。今回の健康促進講座は、そこでの学びを活かしているのか、例

えば修了生の方が入られるなど、レフネックとつながりがある講座でしょ

うか。 

 

確かにこの平成２９年度前期に、体育・スポーツ分野の、２講座しかな

いということでかなり少ないんですけれども、公民館のお部屋自体が体育

・スポーツ向きではないということも考えられるのと、あと、スポーツに

ついては、総合体育館等でスポーツ教室などをされているということもあ

って、少ないことになっています。いろいろ工夫を凝らして取り組んでは

いますが、ほかの講座との兼ね合いからこういう形になっているようです。 

今回のアンチエイジング運動に関しては、南公民館で計画しているとい

うことで、これは市のスポーツ振興財団の職員ということですので、レフ

ネックの方とは連携はしてないのではないかと思います。あいまいな答え

になっていますが、もしそういうレフネックの方と連携していくようなこ

とができるようでしたら、また考えていきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 

レフネックの修了生の方々がたくさんいろんな地域にいらっしゃると思

いますので、そのような人材と連携して、地域でいきいきと活躍いただけ

る取組みをよろしくお願いいたします。 
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ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

 

それでは諸報告４については以上といたします。 

 

 では、以上で本日の議事はすべて終わりました。 

 次回の定例教育委員会は、５月２５日（木）午後２時から、庁議室にお

いて開会の予定です。 

 

 これをもちまして、第８回川西市教育委員会（定例会）を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。 

［閉会 午後３時２７分］ 

 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

   平成２９年５月２５日 

 

                   署名委員    磯 部 裕 子    ㊞ 

 

                                                   服 部   保    ㊞ 

 


